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午前１０時００分 開議

（出席議員数１６名）

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

これより、本日の会議○議長（中元優君）

を開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指名

────────────────────

本日の会議録署名議員○議長（中元優君）

には、

宮 田 均 君

北 猛 俊 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

日程第１

議案第１０号 平成１７年度富良野

市一般会計補正予算（第９号）

議案第１８号 富良野市財政調整基

金処分額の変更について

────────────────────

日程第１ 議案第１０○議長（中元優君）

号平成１７年度富良野市一般会計補正予算及

びこれに関連する議案第１８号富良野市財政

調整基金処分額の変更について、以上２件を

一括して議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

最初に、議案第１８号富良野市財政調整基

金処分額の変更についてを行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、以○議長（中元優君）

上で議案第１８号の質疑を終わります。

次に、議案第１０号平成１７年度富良野市

一般会計補正予算の質疑を行います。

質疑は、予算第１条の歳出より行います。

事項別明細書３４ページをお開きくださ

い。

１款議会費、２款総務費、３４ページより

４１ページの中段までを行います。

質疑ございませんか。

２番佐々木優君。

３７ページの一番上○２番（佐々木優君）

の段ですけれども、広報誌発行費なのですけ

れども、これはパブリックコメントの増資と

いうふうに伺っておりますけれども、この効

果ということで考えると、今までも何度かあ

りましたけれども、どのように考えておられ

るかお伺いをいたします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答えを申し上げ○総務部長（石井隆君）

ます。

効果ということでございますが、御承知の

ように情報共有と市民参加のルール条例が策

定をされまして、市民に対してパブリックコ

メントを最低行って、その結果として、大き

な事業、市民に直接かかわりのあるものにつ

いては意見を聞くということになってござい

ます。

現段階では、周知の行き届きがどこまであ

るのかというのはちょっと推測はできないと

ころでございますが、一部意見を付されてい

る部分がございますので、効果としては、今

の段階ではその結果としていい効果になって

いるかどうかについてはちょっと判断は難し

いところでございますが、市民においては、

周知をして知る機会を皆さんに与えるという

ことからして、効果はあるというふうに理解

をしているところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

２番佐々木優君。

非常に苦しい答弁○２番（佐々木優君）

だったというふうに思いますけれども、余り

効果が実際上がっていないと見ざるを得ない

今の状況ですね。ただ、それで済ますわけで

はなくて、今後の方策としてはいろいろな工

夫の仕方があると思いますので、改善策をい

ろいろ、僕らのあったときの委員会でも視察

した石狩だとかというところを見てくると、

いろいろな方策があるようですので、その方

向で考える必要があると思うのですけれど
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も、これらについての御答弁をお願いいたし

ます。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答え申し上げま○総務部長（石井隆君）

す。

今の御質問は広報発行ではなくて、パブ

リックコメントの効果ということでお答えを

すればよろしいかなというふうに思います。

パブリックコメントにつきましては、今回

のルール条例では最低一つ、二つ以上の市民

の意見を聞くうちの一つをパブリックコメン

トで行いなさいということになってございま

す。パブリックコメントで不足する部分につ

いては、市民との公聴会等を開いて行ったり

してございます。

パブリックコメントの不足する部分につい

ては、ほかのものをもって市民の意見を反映

することを今後検討していかなければならな

いというふうに思っていますし、パブリック

コメントの周知の方法についても、広報は全

戸配付になっていますから、当然見ていただ

けるものというふうに解釈をしております

し、その広報をしたことによる市民が興味を

持っていただけるかどうか、これについては

今後検討しなければならないというふうに

思っております。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

３番宮田均君。

同じく３７ページの１○３番（宮田均君）

４７、富良野消防署用地取得費ございます

が、食糧事務所の跡がなぜ必要となったの

か、ここら辺についてお聞かせいただきたい

と思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答えを申し上げ○総務部長（石井隆君）

ます。

この１４７番、富良野消防署用地取得費と

いう名称で、消防が使用する用地というふう

に考えてございまして、この目的といたしま

しては訓練等の実施をしてございます。その

訓練をするときに、駐車場に車等をとめてご

ざいまして、この車等をよけて実習訓練をし

なければならないということになってござい

ますが、その場所が確保されていないという

部分と、訓練実施をする用地が不足をしてい

るということで、この用地を購入して、訓練

実習及び駐車場用地としたいという目的で購

入するものでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

訓練用の用地を確保す○３番（宮田均君）

るということでは、非常にわかるわけなので

すけれども、今までそこをどうにかして駐車

場をよけながら、確保しながらやっていたと

いうようなことで、今までやっていたのにも

かかわらず、どうしてもここが必要だとい

う、そこら辺の回答というのが今の回答の中

には私は感じられなかったのですけれども、

そこら辺もう一度、今の財政の非常に緊迫の

している中で、やはりこれは欲しいものなの

か、必要なものなのかという、これは非常に

住民要望が多い中で行政が判断しなければな

らない部分というのは非常にこれから多く

なってくると思うのですけれども、今の努力

していけば、今までどおりでも買わずとも

やっていけるのではないかという感じが僕は

非常にしたわけですけれども、必要だという

感じがしなかったのですけれども、もう一度

その点について御答弁をお願いしたいと思い

ます。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答え申し上げま○総務部長（石井隆君）

す。

現在、富良野消防署には、はしご車等を購

入して備えてございます。はしご車を現在の

訓練地で立てたとき、上まで上げたとき、非
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常に敷地面積が必要になります。現段階で

は、反対の方に向けてはしご車を伸ばしてい

る状況にございまして、非常に不便を来して

いるという点から、消防からも何とかほかの

ところを確保できないかということで、たま

たま食糧事務所が今回廃止になりまして、同

じ地続きということで、どうしてもそれが必

要だという話がございまして、今回購入をす

るという形になったところでございます。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

３款民生費、４０ページ下段より４７ペー

ジ上段までを行います。

質疑ございませんか。

２番佐々木優君。

４５ページですけれ○２番（佐々木優君）

ども、保育所費です。

特定財源の方で３３３万８,０００円、こ

れは保育料だというふうに伺っております。

所得によって保育料が違いますので、この上

がった部分というのは必ずしも保育人数がふ

えたということ、イコールではないというこ

とですけれども、何人かはふえたのだと思う

のです。

しかし、臨時保育士賃金というところで、

△１００万円ということ、それと賄い費のと

ころで１００万円という、人数は多分ふえた

のだと思うのですけれども、経費としては少

なくなったというところが少し理解ができな

いところなのですけれども、説明をお願いい

たします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

お答えい○保健福祉部長（宇佐見正光君）

たします。

まず１点は、臨時保育士の賃金の１００万

円の減額でございますけれども、本件につき

ましては、職員の有給休暇に対し代がえ配置

分を予算化しておりましたけれども、休暇取

得が少なかったことによる１００万円の減額

でございます。

また、賄材料費の１００万円の減額につき

ましては、中央・麻町入所児１８９名、職員

３５名の２２４名の給食及びおやつを賄って

おりますが、市販のものではなくて、手づく

りのおやつを多く提供させていただき、材料

調達も精査、安価な品物を仕入れさせていた

だいて、経費の節減を図った執行残でござい

ます。

以上でございます。

２番佐々木優君。○議長（中元優君）

保育料がふえたとい○２番（佐々木優君）

うことは、人数がふえたのかということ、そ

のことの今の整合性についてお願いいたしま

す。

保健福祉部長宇佐見正○議長（中元優君）

光君。

御説明申○保健福祉部長（宇佐見正光君）

し上げますけれども、保育料につきまして

は、今、議員も先ほどお話のありました、所

得に応じて１４階層で徴収をしておりますけ

れども、平成１７年度の税制改正よりまし

て、配偶者特別控除は廃止されました、その

分の所得税額がふえた分でございます。

また、この保育料、１７ページのところで

ございますけれども、もう１点は過年度滞納

分の４２５万９,０００円を当初で予算化し

ておりませんでしたので、今回補正をさせて

いだいた分で７６９万２,０００円という内

容になってございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

４款衛生費、４６ページの下段より５１

ページの中段までを行います。
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質疑ございませんか。

５番上田勉君。

４７ページの１５５番○５番（上田勉君）

についてお伺いいたします。

損失補てん補助金をまず提案したことにつ

いての説明をお伺いします。

それから、２点目に、１６年の６月の覚書

との関連に基づくものかと判断をします。そ

うしたことのかかわりと、厚生連との提案を

されている２,４４０万円に対する中身につ

いて本市としていかなる努力をされたのか、

その２点についてお伺いをしておきます。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

上田議員○保健福祉部長（宇佐見正光君）

の御質問にお答えをさせていただきますけれ

ども、損失金につきましては、厚生連の決算

に基づいて理事会等の承認をいただいた関係

書類により申請をして、決算報告書を受けて

から、運営損失補てん額を確認させていただ

いて、予算計上させていただいてございま

す。

もう１点、厚生連とのやりとりの中身でご

ざいますけれども、本市といたしまして、既

に診療所は解体されておりまして、診療継続

されていない状況の中で、市も厚生連に対し

まして、損失助成額減額について協議を進め

てまいりました。厚生連としても、これまで

の山部厚生医院に対する昭和４６年からの支

援をいただいたことや、引き続き厚生連が富

良野市の、現在、各種検診事業の受注を受け

ていること、さらに現在、地域センター病院

への旭川厚生病院からの産婦人科医師派遣の

つながりなどを考慮をいただきまして、損失

額の譲歩を賜ったところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

５番上田勉君。

もう一度お伺いしたい○５番（上田勉君）

のですけれども、この理由に当たっては、１

６年度の覚書、それは単年度として地域の医

療要望にこたえたのか、それともほかの関連

がまだ引っ張りがあって提案をされているの

か、もう一度そこら辺、短くていいですから

お願いをしたいと思います。

それから、２,４４０万円につきまして

は、１００％が２,４４０万円なのか、それ

とも損失補てんの本来の姿は何ぼの数字だっ

たのが何ぼに減ったとか、あるいは厚生病院

からの要求どおりなのか、そこら辺について

もう一度確認します。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

お答えい○保健福祉部長（宇佐見正光君）

たします。

診療所の運営につきましては、最善の努力

をいただいて、その結果、年度末に損失金が

生じた場合は３分の２を助成するということ

になっております。その３分の２の額が３,

２６０万円になります。それが３分の２でご

ざいます。

それからもう一つ、先ほどお答えをさせて

いただいてございますけれども、この損失

額、当初予定の３分の２でなく、今回はその

損失額の２分の１ということで、２,４４０

万円という金額で今回予算計上させていただ

いたところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

５番上田勉君。

結局は、厚生連側とし○５番（上田勉君）

ての市に対する正規な３分の１ということに

なれば３,２００何ぼを本当は払わなければ

ならないと、こういう内容であったというこ

とでよろしいですか。それを、本市としてい

ろいろ努力をし、補てんの持ち出しについて

協議をしたというか、市として減額をしても

らうために努力をしたと、その結果が２,４

４０万円に減額になりましたよと、こういう

判断でよろしいですか。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

再々質問○保健福祉部長（宇佐見正光君）

にお答えをさせていただきます。
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今、議員がお話しされたとおりでございま

す。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

３番宮田均君。

今の４７ページ１５５○３番（宮田均君）

番、山部厚生医院損失補てん助成金の関係な

のですけれども、これは損失補てん金、今の

答弁のように、２,４４０万円上がってきて

いますけれども、これは、当初から３分の２

が２分の１になったというのが、もう一度聞

きますが、この覚書が、ここまで下がったと

う根拠というのですか、もう一度そこら辺を

しっかりと。この決算でも私言っております

けれども、２回目のこの覚書は市議会には全

く相談がなかったということで、私は認めて

はおりませんけれども、ここら辺の内容で、

またこれが、３分の２が２分の１になったか

らいいでしょう、市民の皆さんいいでしょう

という、そういう言い方をされても、これま

た全然わけのわからないような話で、ここら

辺明確にちょっと話していただきたいと思い

ます。

それからもう一つ、話は変わるのですけれ

ども、１３０番、各種個別予防接種の委託料

なのですけれども、前段で４１ページの高齢

者インフルエンザ予防接種というのがござい

ますけれども、勉強不足で、予防接種の委託

料というのが、保健衛生の面から、それから

社会福祉の面からという形で、区分けが僕は

わかりにくいのと、それから、聞くところに

よりますと、インフルエンザ含め予防接種、

各種病院で委託するところ、委託というか病

院で予防接種の値段が違うというようなこと

も聞いておりますが、そのあたりどういうふ

うな対応をされているのかお聞きしたいと思

います。

それから４９ページ、１１５番、火葬場ト

イレ改修事業費、火葬場トイレ改修工事費と

出ておりますが、ここら辺トイレの改修だけ

なのか、それとも壁、床含めて、どこら辺ま

での改修なのかということをお聞きしたいと

思います。

以上、３点お願いします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

宮田議員○保健福祉部長（宇佐見正光君）

の御質問にお答えをさせていただきますけれ

ども、今、お話の中でもございますけれど

も、この損失金を支出するという中で、これ

までも山部・東山地域の住民に対しまして３

６５日２４時間体制で救急救命医療を初め慢

性期医療等をそれぞれ取り組んでいただいて

きているところでございまして、子供からお

年寄りまで幅広い地域医療を担っていただ

き、損失金を支払うということは、行政に

とっての目的としても損失金を払うというこ

とだと思いますし、またもう一つは、助成金

の中身の中で、先ほども御答弁させていただ

いてございますけれども、診療所の運営に最

善の努力をいただいて、その結果、年度末に

損失金が生じた場合は３分の２を助成すると

いうことで、１６年度診療継続をいただいた

以上、私どもは支払っていくという内容でご

ざいます。

済みません、予防についてはちょっとお持

ちくださいませ。

次に、市民部長小尾徳○議長（中元優君）

子君。

宮田議員の御質○市民部長（小尾徳子君）

問にお答えをいたします。

４９ページ、１１５番、火葬場トイレ改修

事業費３１万５,０００円の内容でございま

すが、議員御指摘のとおり、ここはトイレの

和式から洋式にかえるという部分でございま

す。男女各１個ずつを洋式化にしていくとい

うことでございます。

以上でございます。

宮田議員、予防接種に○議長（中元優君）

ついては後ほどお答えするということで、そ

れで今のトイレの壁とか床も一緒かというこ

とですから、それまで考えているかというこ

とですから、御答弁願います。

市民部長小尾徳子君。
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お答えをいたし○市民部長（小尾徳子君）

ますが、ただいま申し上げましたとおり、ト

イレの和式から洋式への改修ということで、

そこにかかわる配管工事ですとか、トイレの

交換という部分でございまして、壁等々につ

いては含まれておりません。トイレ２器分で

ございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

ここで、暫時休憩いたします。

───────────────

午前１０時２６分 休憩

午前１０時３０分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

先ほどの宮田議員の質問に御答弁願いま

す。

保健福祉部長宇佐見正光君。

宮田議員○保健福祉部長（宇佐見正光君）

の御質問にお答えします。

高齢者のインフルエンザにつきましては、

市が医師会の方に委託をいたしまして、料金

につきましては２,５００円で医師会の方に

委託をしてございます。それによって、対象

者が、接種が減ったという内容でございま

す。

宮田議員、よろしいで○議長（中元優君）

すか。

３番宮田均君。

確認させていただきま○３番（宮田均君）

すけれども、今の１３０の予防接種の経費の

関係の委託料の関係なのですけれども、私は

前段の社会福祉費の方で、１９０のインフル

エンザ予防接種というのを、国民健康保険の

繰出金という項目と、ここの今１３０の方で

出てきている各種個別予防接種委託料という

のと、予防接種が二つに分かれてきているの

だれども、どうもわからない、どうして二つ

に分かれているのかなと、そこがまず１点

と、それで、予防接種のことについては、イ

ンフルエンザの関係で言いましても、各種病

院によって、今、医師会に委託していると

おっしゃっいましたけれども、インフルエン

ザについては病院ごとに値段が違いますよ

と、そういう点で、この予防接種委託料とか

といっているのは、医師会に委託していると

いっても、それをそうしたら、答えはそちら

であれするのですけれども、どういうふう

に、病院で違っているのに、医師会に頼んで

どうなっているのだなというのが、そこの２

点がわからなかったものでお聞きしたのです

けれども。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

宮田議員○保健福祉部長（宇佐見正光君）

の御質問にお答えいたします。

予防接種につきましては、まず一つは保険

適用外ということで、自由診療ということに

なります。

もう１件の、この根拠でございますけれど

も、本来保険適用に換算した際に、初診料、

ワクチン代を含めた金額を算出の根拠として

おりまして、大体おおむね３,６００円かか

ります。２,５００円でうちの方で委託をし

て、個人で１,０５０円負担をしますので、

大体そのような値段になってこようかなと思

います。

以上でございます。

では、もう１回立っ○議長（中元優君）

て、３番宮田均君。

初めから、ちょっと順○３番（宮田均君）

序がですね、僕が質問、今回の中で、山部厚

生病院、そして今の予防接種の関係、そして

火葬場トイレの改修事業費の３点について質

問させていただいたのですけれども、何か順

番がわからなくなってしまって、それでおま

けに回答がばらばらだったものですから、ど

こでまた再質問していいかがわからなくなり

まして、ちょっと整理してもう一度確認して

いただいて、議長に裁量いただきまして、も

う一度ちょっとまとめたいと思うのですけれ

ども。
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次、再質問ということで、１５５の山部厚

生病院の損失補てんのことから再質問として

いただいて、最初からの質問でよろしいで

しょうか、議長。

よろしいです。○議長（中元優君）

ということで、議長の○３番（宮田均君）

お許しを得ましたので、ちょっともう一度ま

た再質問させていただきますが、山部厚生病

院の損失補てんの助成金について、私が言っ

ているのは、やはり市民の利益になるよう

な、地域の利益になるような、やはり病院の

運営継続という中で私たち議会は損失補てん

金を払うということで了承したと、私は考え

ております。

その中で、第２回目の、何回も言うように

継続診療を継続できないと、廃院するという

ようなことで、その損失補てんを持つという

ことについて、議会含めて、決算不認定とい

うことも含めて今まで来ているわけです。

その中で私は、ここの２分の１になったの

が、３分の２がちゃんと覚書で決めていて、

そして議会を通さないで庁議の中で決まった

かどうかはわかりませんけれども、ここで２

分の１にして、その背景は何だったのかと、

初めから２分の１で話せなかったのかという

ことにもなります。これは、市民にとって、

継続含めて、それから損失補てん含めて、大

きなやはり利益というか、損益ということに

なってくると思うのです。ここら辺の、明確

に、ここら辺でここはこうしてこうなって、

それで２分の１になったのだという回答や、

では、富良野市も財政大変だろうから２分の

１にするのだというようなことを、内容が本

当にそうだったらそうだと言っていただきた

いのですけれども、本当に市民がそれで納得

されるものなのかというようなことを、

ちょっともう一度答えていただきたいなと思

います。

それから、先ほど言った１３０の各種個別

予防接種の委託料なのですけれども、保険適

用にならないということではわかったのです

けれども、インフルエンザの予防接種が保険

適用にならないと、そういうようなことで社

会福祉費と、こちらの１３０の各種予防接種

経費というのがちょっと違うということで聞

いているのですけれども、どうも、もう少

し、僕なんかわかりにくいのですので、それ

とインフルエンザも予防接種とするのだった

ら、やはり各施設、病院ごとでインフルエン

ザの値段も違うと聞いておりますので、そこ

ら辺をどのように統一して市としては対応し

たのかなというようなことも含めてお聞きし

ております。

それから、最後の１１５番、火葬場のトイ

レの改修事業費については、もう少し詳しく

言いますと、ほとんどトイレの和式から洋式

に変えるときとか、ほとんど床だけは、多分

たくさんないのであれですけど、床は変える

と思いますので、そこら辺もうちょっと確認

して、御返答をお願いしたいなと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

保健福祉部長宇佐見正光君。

宮田議員○保健福祉部長（宇佐見正光君）

の御質問にお答えをいたしますけれども、先

ほどもお答えをさせていただいてございます

けれども、既に診療所は解体されておりまし

て、診療継続をされていない状況の中で、市

も厚生連に対しまして損失助成金の減額につ

いて協議を進めてまいりました。

その中で、厚生連としても、これまでの山

部厚生病院から医院に変わっておりますけれ

ども、医院に対する支援、引き続き厚生連

が、現在富良野市の各種検診事業の受注を受

けております、あわせて、地域センター病院

へ旭川厚生病院から産婦人科医師派遣のつな

がりなどを考慮をいただいて、損失金の譲歩

を賜ったところでございます。

もう１点、予防接種の関係でございますけ

れども、先ほど御説明をさせていただいてご

ざいますけれども、保険適用外ということ

で、病院で独自の値段がつけられるというこ

とになってございまして、先ほども御説明を

してございますけれども、その保険適用に換

算した際の初診料、ワクチン代を含めた金額
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につきましてはおおむね３,６００円、市が

医師会に委託をしているのが２,５００円掛

ける消費税、初診料が１,０５０円という内

容になってございます。

以上でございます。

市民部長小尾徳子君。○議長（中元優君）

宮田議員の御質○市民部長（小尾徳子君）

問にお答えをいたします。

トイレの和式から洋式がえということでご

ざいますが、これは、そこを利用される方で

体の不自由な方、それに高齢者等々が入って

きますので、そういうことの対応も考えてい

るわけなのですが、内容といたしましては、

便器を取りかえるに当たっての配管ですと

か、もちろんトイレも入りますし、さらに床

の補修等々、あるものを取って、付けかえる

ということで、そこの修復部分、清掃を含め

ての修繕料ということになってございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

再々質問させていただ○３番（宮田均君）

きます。

山部厚生病院の損失補てん助成金、今、部

長がお話しされたように、山部の地域の診療

もやっていただいている、あるいは旭川厚生

連からセンター病院に産婦人科の医師も来て

いただいているというようなことというの

は、僕は反対に、別に２分の１にする理由に

はなっていないなと思います。なぜかという

と、それをやっているのだから今までどおり

３分の２をいただくというのは当たり前では

ないですか、普通、商売で考えたら。それ

を、これで迷惑をかけたというのであったら

２分の１にするという理由になっているけれ

ども、今のは理由になっていません。ですか

ら、もう一度お答えを願います。

それから、各種予防接種の委託料なのです

けれども、何かわかったようでわからないの

ですけれど、申しわけありませんけれども、

３,６００円、初診料が１,０５０円で、あと

その他で、そうしたら、病院によってはばら

つきがあるのだけれども、一律で払っている

わけでしょうか。ここら辺だけちょっと確認

でお聞きいたします。

それから最後、１１５番の火葬場のトイレ

改修事業なのですけれども、和式を洋式にか

えていって、不自由な方、あるいはお子さん

たち、あるいは洋式になれている方が多いで

す、高齢者も含めて。そういうことでトイレ

を改修するということについては非常にわか

るのですけれども、できたら、やはりトイレ

をかえるときに、床と、現状を見てわかると

思うのですけれども、壁あたりも、予算の関

係もありますけれども、これは現場見ていた

だいたらわかると思うのですけれども、そこ

ら辺、改修するときに一度ということなの

か、今後のことを考えてなのか、ちょっとそ

こら辺だけお聞かせ願いたいと思います。

以上３点です。

御答弁願います。○議長（中元優君）

助役松浦惺君。

再々質問の山部の厚生○助役（松浦惺君）

病院関係についてお答えをさせていただきま

す。

本件につきましては、昨年も議会の中でい

ろいろなことで議論をいただいたと思います

し、決算委員会の議論、討論を踏まえて、私

どもとしては市の今の厳しい財政状況も訴え

ながら、そして協議を重ねてまいりました。

その中で、先ほど来お話も出ていますけれ

ども、病院は４月に閉院、その後、現在は環

境整備もされて跡形もございません。その辺

も考慮いただきながら協議を重ねた結果、一

応２,４４０万円の助成ということで譲歩を

いただいたという経過でございます。

その中には、今、福祉部長の方からもお答

えしておりますように、いろいろな形でこれ

から連携をもっていかなければいけないと思

いますし、今後とも地域医療の充実のために

はどうしても厚生連の協力もいただくという

ことも踏まえて協議をさせていただき、譲歩

をいただいての２,４４０万円を今回補てん

をさせていただくと、そういうことで提案を
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させていただいてございますので、ひとつ御

理解をいただきたいと思います。

次に、保健福祉部長宇○議長（中元優君）

佐見正光君。

予防接種○保健福祉部長（宇佐見正光君）

につきましてお答えをいたします。

自己負担については、６５歳１,０５０

円、それから市が医師会、これは会員全員と

いうことは医療機関にそれぞれ支払いする分

でございますけれども、委託をしている委託

契約金は２,５００円掛ける消費税でござい

ます。それで、先ほどお話ししたおおむね

３,６００円ぐらいになるという内容でござ

います。

以上でございます。

次に、市民部長小尾徳○議長（中元優君）

子君。

お答えをいたし○市民部長（小尾徳子君）

ます。

壁、天井等々のクロス張りの話かと思いま

すけれども、今回の３０万円につきまして

は、これはトイレの配管等々にかかる部分の

予算の計上でございます。今後、全体のクロ

ス張り等々を考えておりますので、その中で

の対応というふうに考えていきたいというふ

うに思います。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

１５番菊地敏紀君。

５０ページ、４款○１５番（菊地敏紀君）

衛生費２項６目合併浄化槽費の中の１００

番、合併処理浄化槽設置事業の補助金でござ

いますけれども、減額で１２８万６,０００

円があります。この事業は、平成１９年で終

わりで、当初の計画からいきますと、まだ３

分の１の基数が残っていると思います。その

中で、この２年間、１８、１９で予定が３０

０何基でしたか、それが今、予算が余るとい

うことは、事業が、予定の基数がやられてい

るのかやられていないのか、１８年度の予定

の基数がやられているのかどうかということ

をお聞きいたしたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市民部長小尾徳子君。

菊地議員の御質○市民部長（小尾徳子君）

問にお答えをいたします。

合併浄化槽の設置事業につきましては、４

月中に申し込みということで、当時申し込み

の受け付けは４１基ございました。当初予算

の中では、人層別にはちょっとかわっており

ますけれども４０基の予算を計上してござい

ます。４０基の予算計上のところ、受け付け

終了時で４１基の申し込みがありました。そ

の後、キャンセルがありまして、７基のキャ

ンセルがありました。これは、１２月段階の

予算に反映できないような時期だったもので

すから、今回３４基決定ということで執行残

ということで、残額を補正したということで

ございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

１５番菊地敏紀君。

ということは、１○１５番（菊地敏紀君）

８年度の予算は予算審議でやりますけれど

も、では、１９年までに当初の計画の基数は

達成できないという言い方は悪いのですけれ

ども、達成できないという見通しなのか、１

８年の予算に触れて悪いのですけれども、１

８年度の予算を先ほど見ますと１７年度の予

算と同額が上がっているということでござい

まして、これは４０基しか見ていないという

ことでございますよね。これは、予算審議で

やればいいのかどうかわかりませんけれど

も、ということは、平成１９年でそれで終

わってしまったらどうなると言い方で聞いた

ら悪いのですけれども、見通しとしてどうな

るかだけはお聞かせいただきたいと思いま

す。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市民部長小尾徳子君。

お答えをいたし○市民部長（小尾徳子君）

ますが、当初計画しておりました３５０基に

は１９年度末をもって、今のところ完了とい
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うふうには思っておりません。

前々回ぐらいになりましょうか、菊地議員

の中で御質問がありました、では今後につい

てはどうするのだというお話がありましたけ

れども、そのことにつきましては、国の補

助、道の補助も非常に厳しいような状況に

なってございますけれども、１８年度の中で

アンケート調査等々をとりまして、次の事業

推進に向けていきたいというふうに考えてい

るところでございます。

以上でございます。

１５番菊地敏紀君。○議長（中元優君）

非常に言いづらい○１５番（菊地敏紀君）

ことでございまして申しわけございません

が、これの当初の申し込み基数が途中でキャ

ンセルになった原因をよく調査をしていただ

きたいと思います。ということは、言わなく

てもわかると思いますけれども、そこら辺を

きちっと精査しながらこの次の目標に向かっ

て進んでいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

ただいまのは要望とい○議長（中元優君）

うことでよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

５番上田勉君。

同じく、同じ５１ぺー○５番（上田勉君）

ジの合併処理事業の残額処理のあり方の件で

ありますけれども、今、菊地議員が言われて

いたとおり、単年度単年度決算処理をしてし

まうと、当然年度末ですからやらなければい

けないけれども、こういう処理の仕方をする

と、最初からの計画目標という数が小異に至

らないということが最初から明確になるわけ

です。

したがって、合併浄化槽のこうしたキャン

セルがあって、こういう残額が出たのだとい

うことは当然理解できるわけですけれども、

事業費の一部でありますから、これは翌年度

に繰り越すような処理の仕方、そうしたこと

が大事であったのではないかと。

そうして、単年度処理できなかったもの

は、やはり次年度に持ち込んで、総体的な中

でその目標達成に向けて努力すべきと、そう

いう処理の仕方が必要だったのではないかと

いうふうに思いますので、そこら辺の判断を

お伺いしておきます。

上田議員にちょっと申○議長（中元優君）

し上げますけれども、実は先ほど１回質問を

してございましたので、この項ではちょっと

質問できないのでございまして、ただいまの

は御要望として承っておきたいというふうに

思いますが、よろしいでしょうか。

先ほど１回、厚生医院の関係で出てござい

ましたので、同じ項目の中では１回になって

ございましたので、そういうことで御了解く

ださい。

大変失礼しました。訂○５番（上田勉君）

正して、要望ということで終わります。

ただいま申し上げたよ○議長（中元優君）

うに、御要望ということだったということで

受けておきたいと思いますので、御了解願い

たいと思います。

次にございませんか。

２番佐々木優君。

４７ページ、山部厚○２番（佐々木優君）

生医院ですけれども、これについては随分長

いこと議論をしてきたので、今さらといって

は何ですけれども、質問という点ではないで

すけれども、閉院後、事後対策とか、ここの

金額にあらわれた８２０万円の差額というこ

とは、これは高く評価されるべきだというふ

うに僕は思います。

しかし、もともとであるこの閉院を行って

しまった、今はもう更地になってしまいまし

たけれども、やはりこのことは僕は間違い

だったと今でも思っております。

そういう意味で言いますと、閉院後に出さ

れてしまうこの支出金、少なくなったとはい

え、やはり認めるわけにはいかないという考

えに立っております。

それから、同じページの乳幼児医療給付事

業費ですけれども、減額で７３６万円、この
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原因について主な、どういうところが原因で

あったのか、少子化問題対策という意味で非

常にこの点大きな、子供を育てる上で大事な

予算だというふうに思うのですけれども、病

気が少なかったのですから、これはいいこと

なのですけれども、そういう点を含めて御答

弁をお願いしたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市民部長小尾徳子君。

佐々木議員の御○市民部長（小尾徳子君）

質問にお答えをいたします。

乳幼児医療給付事業費で７３６万円の減と

いうことでございますが、医療費につきまし

てはどの医療費もそうなのですけれども、非

常に積算が難しくて、これも１７年度の予算

計上のときに１６年度の実績等々を踏まえな

がら予算を計上しているところでございます

けれども、実際に経過を見てみますと、件数

的にはふえてはいるのですけれども、医療費

では月平均にして６０万円程度の減額になっ

たということでございます。

以上でございます。

２番佐々木優君。○議長（中元優君）

少子化対策という意○２番（佐々木優君）

味で大きな意味があるというふうに先ほど、

そういう意味も含めて答弁を願いたいという

ふうにお願いをしたのですけれども、いつだ

れがどこで病気にかかるかと、それは予測不

可能ですから、予算組むのは非常に困難だと

いうのはそれは十分わかるのですけれども、

今、少子化と言ったように、この対策をしっ

かりしなければならないという時期なわけで

す。今、子供の数がどんどん減っているわけ

ですから、今６歳児までだと思うのですけれ

ども、それを少しでも、１歳でも２歳でも、

今度の新年度の予算で議論することになるか

もしれないけれども、そういう方向にしなけ

ればならないというふうに思いますので、御

答弁をお願いしたいというふうに思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市民部長小尾徳子君。

お答えをいたし○市民部長（小尾徳子君）

ます。

本事業につきましては、議員御承知のとお

り、道の補助事業ということで行っていると

ころでございます。その中ででも、市の単独

分という部分がございまして、１７年度につ

きましては、初診料については市が単独で補

助をしているというような状況でございま

す。どうぞ、御理解をいただきたいと思いま

す。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

ここで、１０分間休憩いたします。

───────────────

午前１０時５７分 休憩

午前１１時０６分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

６款農林業費、７款商工費、５０ページの

下段より５５ページの中段までを行います。

質疑ございませんか。

１４番岡野孝則君。

５３ページの農林○１４番（岡野孝則君）

業の３２０番、農業経営基盤強化資金利子助

成金の減額の６０万円、それと次の３３０

番、農業経営基盤強化資金利子助成金のマイ

ナス１６０万円、この２点について御答弁お

願いいたします。減額の理由について。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。

お答えをいたしま○経済部長（秋田行君）

す。

まず、１点目の３２０番の利子助成金でご

ざいますけれども、これにつきましては１７

年度分ということでございまして、当初、こ

の設備投資資金でございますけれども、予算

計上の段階で希望調査を取りまとめたところ

でございますけれども、最終的にそこまでの
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希望がなかったということでの減額でござい

ます。

それから３３０番、これは債務負担の分で

ございますけれども、これにつきまして、減

額の理由として大きなものとしては繰り上げ

償還が主だということでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

１４番岡野孝則君。

はい、わかりまし○１４番（岡野孝則君）

た。それでは、この３２０番の利子助成金と

いう、これだけの利用がなかったということ

なのですが、その中で富良野市が負担をして

いる利子助成というのはどの程度の金額があ

るのか、また、どの程度の率なのか、それを

お教えいただきたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。

利子の助成率とい○経済部長（秋田行君）

たしまして、全体で０.３４％、これにつき

ましては北海道が２分の１、市が２分の１と

いうことでございます。額については、今

ちょっと押さえてございませんので、率でお

答えをさせていただきます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

３番宮田均君。

７款の商工費、１９０○３番（宮田均君）

の商工業パワーアップ資金融資事業費、減額

になっておりますが、この減額理由というの

を、補正で減額になったという理由をお聞か

せ願いたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。

減額の理由という○経済部長（秋田行君）

ことでございますが、当初予定していた部分

につきまして、最終的な判断といたしまし

て、これはパワーアップ資金でございますか

ら、設備投資ということでございまして、１

６年度末段階で総体的に需要、借り入れ需要

という希望について見えたということでござ

いますので、その部分を今回減額させていた

だいたということでございます。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

８款土木費、９款消防費、５４ページの下

段より６１ページの中段までを行います。

質疑ございませんか。

３番宮田均君。

まず５７ページなので○３番（宮田均君）

すが、道路橋梁費、１３５番、未処理用地処

理事業費のうち、土地購入費の内容、どこ

で、どういう目的で購入するのかというよう

なことをお聞かせ願いたいと思います。

それから、５９ページ、都市計画費、１１

０、土地区画整理事業費、用地買収費、この

１１０の、年度途中で、予算でこのような金

額が上がってきたという理由と内容について

お聞かせ願いたいと思います。

以上です。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長小野寺一利君。

宮田議員○建設水道部長（小野寺一利君）

の質問にお答えします。

１３５番、未処理用地処理事業の土地購入

費１４７万９,０００円の内容でございます

けれども、これにつきましては土地開発基金

で先行投資いたしました市道北料北線の道路

用地取得に伴う土地購入費でございます。場

所は、北の峰４７８５番地でございます。取

得面積は、３６３.９９平米でございます。

以上でございます。

次に、中心街整備推進○議長（中元優君）

室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

５９ページの公有財産購入費の土地区画整

理事業費、用地買収費１億４３７万２,００



― 65 ―

０円についてお答えいたします。

本件につきましては、土地区画整理事業の

円滑な事業を推進するということで、当初の

換地計画におきまして地区外に移転をされる

方等については、市の公共施設用地等に配置

をしてございます。そういった中におきまし

て、これらの公共施設用地等に配置をされた

地権者７件につきまして、平成１６年度に土

地開発基金において土地買収を行ってござい

ます。

これらにかかわります土地買収費とあわせ

まして、利子相当分につきまして今回精算を

行い、一般会計において取得をするところで

ございます。

地権者の数につきましては７件ということ

で、面積といたしまては１,６８２.３６平米

という内容になってございます。

以上でございます。

よろしゅうございます○議長（中元優君）

か。

３番宮田均君。

まず、１３５の未処理○３番（宮田均君）

用地の土地購入費の関係で、地番とか非常

に、市道北料北線新空知橋という言い方で、

それでわかったかというと、ちょっとわかり

にくいものですから、もう少し具体的にお知

らせ願いたいと。

それと、目的も、市道の用地買収なので

しょうか。そこら辺、もうちょっと目に見え

るような形でもう一度説明をお願いしたと思

います。

それから、次の都市計画費、この土地区画

整理事業費の用地買収費という関係なのです

が、内容については非常にわかったのですけ

れども、この土地区画整理事業というのが、

当初お店をやるという計画の中でとか、次に

存続しません、やりませんとかという方が、

あるいは、次に土地、今のあるところをその

ままやろうと思った方が直されて、今度また

やりたいというのは、その途中途中で随分変

化が出てきているわけですけれども、この７

件分というのは当初から計画されていた中で

の土地区画整理事業なのでしょうか、その点

についてお聞きしたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長小野寺一利君。

１３５番○建設水道部長（小野寺一利君）

の市道北料北線の関係でございますけれど

も、これにつきましては、北の峰の国道３８

号のもとの衛生センター処理場に行く雪捨て

場に使っている道路がありますけれども、あ

そこの道路の一部がまだ整備されていなかっ

たものでございますから、その用地取得に購

入したという内容でございます。

以上でございます。

次に、中心街整備推進○議長（中元優君）

室長細川一美君。

再質○中心街整備推進室長（細川一美君）

問にお答えいたします。

先ほど答弁いたしましたように、地区外転

出者７地権者ということで、これらの関係者

につきましては当初から予定をしていた地区

外転出者でございまして、そういう中から今

回の土地の買収費という形で計上させていた

だいてございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

ちょっと勉強不足で申○３番（宮田均君）

しわけないのですが、これで今回、当初予算

でなくて補正で出てきたという内容を、なぜ

補正で出てきたかということをもう一度

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。申し

わけございません、土地区画整理事業費のう

ちの内容です。

ちょっと勉強不足で途中で出てくるものな

のかどうかはっきりわからないのですけれど

も、先ほどから、当初からこの７件分はあっ

たと、今お答えになっていましたよね。それ

で、どうして補正で上がってくるのですかと

いうことをお聞きしたのです。これでよろし

いですか。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答え申し上げま○総務部長（石井隆君）
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す。

先ほど室長から説明させていただきました

ように、土地開発基金で先行で取得をさせて

いただきました。土地開発基金の目的といた

しましては、用地を、予算がまずない中でも

先行して購入することができるということ

で、時期的に急がなければならないという部

分で、先行して購入をさせていただきまし

た。それを、今回、予算の都合という形にな

るかもしれませんけれども、歳出が減ってき

たということで、今回購入に至ったというこ

とでございまして、今の説明の内容のとお

り、ちょっとタイムラグがあるのはそういう

意味だということでございます。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

１０款教育費、６０ページの下段より７１

ページの上段までを行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

１１款公債費、１２款給与費、１４款災害

復旧費、７０ページの下段より７３ページま

でを行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で歳出○議長（中元優君）

を終わります。

次に、歳入及び第２条継続費の補正、第３

条債務負担行為の補正、第４条地方債の補正

についてを行います。

８ページから１１ページまで及び１６ペー

ジから３３ページまでを行います。

質疑ございませんか。

３番宮田均君。

３１ページの雑入のう○３番（宮田均君）

ち、１１雑入、その中の一般国道３８号富良

野市富良野道路工事北御料沢川用地補償費、

続いてその次の一般国道３８号線富良野市富

良野道路工事市有地残地補償費、これの広

さ、それと内容と目的をお知らせください。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長小野寺一利君。

宮田議員○建設水道部長（小野寺一利君）

の質問にお答えします。

一般国道３８号富良野市富良野道路工事北

御料沢川の用地購入費の関係でございますけ

れども、これにつきましては、旭川開発建設

部が施工します一般国道３８号富良野道路建

設に伴いまして、市が管理いたします北御料

沢川の付けかえ工事によるつぶれ地が発生し

ますので、それに伴う用地補償費でございま

す。つぶれ地面積は１,６３３.４７平米でご

ざいます。

次に、一般国道３８号富良野市富良野道路

工事市有地残地補償費でございますけれど

も、これにつきましても同様の富良野道路建

設工事に伴いまして、本体の道路工事に伴い

まして、市有地の残地補償費でございます。

残地補償面積につきましては、１,０２０.８

３平米でございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

ちょっとよくわからな○３番（宮田均君）

いのですけれども、富良野道路の工事関係

で、収入が、ここ、土地の関係で、もう一度

出るという内容が、ちょっと先ほどお聞きし

ましたけれども、入ってくるというようなこ

とで、この中が、残地のことについてお聞き

しますが、市民農園としてのあの部分でなの

か、それとも違うのかということで、ちょっ

とお聞きしたいと思います。

今の件については、○議長（中元優君）

ちょっと追加になりますので。

建設水道部長小野寺一利君。

今の関係○建設水道部長（小野寺一利君）

でございますけれども、２７ページに、この

中に土地、これは市民農園でございますけれ
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ども、土地買収収入費が１,２００、この中

で入ってございますけれども、それ以外に、

この中に以外に残地補償といたしまして１,

０２０.８３平米、これは道路本体がかかわ

りまして使用できないような土地が残るもの

ですから、そういう形の中で残地補償という

ことで補償をいただいたわけでございます。

面積は１,０２０.８３平米でございます。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で議案○議長（中元優君）

第１０号の質疑を終わります。

本件２件の質疑を終わります。

討論の申し出ございますか。

討論申し出の発言がありますので、討論の

ある方につきましては、休憩後直ちに本職に

申し出ていただきたいと思います。

ここで、１０分間休憩いたします。

───────────────

午前１１時２５分 休憩

午前１１時３５分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

これより、平成１７年度富良野市一般会計

補正予算及びこれに関連する議案第１８号富

良野市財政調整基金処分額の変更について討

論を行います。

討論の通告は、無所属宮田均君、１名の諸

君であります。

これより、討論を行います。

３番宮田均君。

－登壇－○３番（宮田均君）

平成１７年度富良野市一般会計補正予算に

ついて、反対の立場から討論させていただき

ます。

山部厚生医院損失補てん助成金について

は、厚生連との第１回覚書時には議会審議し

ながら、第２回覚書厚生連廃院時には議会審

議をしないままの決定であり、厚生医院続行

前提の赤字補てんであるべきであり、廃院で

の赤字補てんは認めることができない。２分

の１に減額された今回の補正予算の根拠も不

十分である。

よって、平成１７年度富良野市一般会計補

正予算に反対するものであります。

以上。

以上で、討論を終結い○議長（中元優君）

たします。

これより、平成１７年度富良野市一般会計

補正予算及びこれに関連する議案第１８号富

良野市財政調整基金処分額の変更について、

以上２件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

本件２件について、原案のとおり賛成の諸

君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。○議長（中元優君）

よって、本件２件は、原案のとおり可決さ

れました。

────────────────────

日程第２

議案第１１号 平成１７年度富良野

市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）

────────────────────

日程第２ 議案第１１○議長（中元優君）

号平成１７年度富良野市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。
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よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第３

議案第１２号 平成１７年度富良野

市老人保健特別会計補正予算（第２

号）

────────────────────

日程第３ 議案第１２○議長（中元優君）

号平成１７年度富良野市老人保健特別会計補

正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第４

議案第１３号 平成１７年度富良野

市公設地方卸売市場事業特別会計補

正予算（第３号）

────────────────────

日程第４ 議案第１３○議長（中元優君）

号平成１７年度富良野市公設地方卸売市場事

業特別会計補正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

２番佐々木優君。

７ページですけれど○２番（佐々木優君）

も、公設施設使用料が大幅な減額となってお

りますけれども、この要因について御説明を

お願いいたします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。

お答えをいたしま○経済部長（秋田行君）

す。

この使用料の減額の主な要因でございます

けれども、市場といたしましてこれまで取引

を進めてきておりました大型店との取引が一

部中止ということになってございます。その

大きな理由といたしましては、取引先で販売

方法の変化があったということで、いわゆる

販売方法としては、要するに食品、野菜を含

めて、小さな単位で販売をしようという方法

に切りかわったと、それに対する対応が現在

の段階で市場として不可能ということでござ

いまして、その分が使用料として落ちたとい

うことでございます。

以上でございます。

２番佐々木優君。○議長（中元優君）

小さなものでなけれ○２番（佐々木優君）

ばだめだということで、市場では今後対応で

きないということで、今後は減っていかざる

を得ないという見解なのでしょうか。それと

も、それに対応して市場の対応を変えるとい

うのか、どちらなのでしょうか。減っていか

ざるを得ないのでしょうか。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。

それぞれ大型店○経済部長（秋田行君）

等々との取引もございますが、今新たな取引

先を検討、協議を進めているということでご

ざいますので、そちらの方に対しての期待を

しているということでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。
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本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第５

議案第１４号 平成１７年度富良野

市公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）

────────────────────

日程第５ 議案第１４○議長（中元優君）

号平成１７年度富良野市公共下水道事業特別

会計補正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第６

議案第１５号 平成１７年度富良野

市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）

────────────────────

日程第６ 議案第１５○議長（中元優君）

号平成１７年度富良野市簡易水道事業特別会

計補正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第７

議案第１６号 平成１７年度富良野

市水道事業会計補正予算（第３号）

────────────────────

日程第７ 議案第１６○議長（中元優君）

号平成１７年度富良野市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

ここで、午後１時まで休憩いたします。

───────────────

午前１１時４４分 休憩

午後 １時０１分 開議

───────────────

午前中に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

午前中の議事を続行いたします。

────────────────────

日程第８
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議案第３２号 指定管理者の指定に

ついて（日の出町駐車場）

────────────────────

日程第８ 議案第３２○議長（中元優君）

号指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。

富良野市日の出町駐車場に関する件につい

て、これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第９

議案第３３号 指定管理者の指定に

ついて（デイサービスセンターいち

い）

────────────────────

日程第９ 議案第３３○議長（中元優君）

号指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。

富良野市デイサービスセンターいちいに関

する件について、これより本件の質疑を行い

ます。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１０

議案第３４号 指定管理者の指定に

ついて（デイサービスセンターやま

べ）

────────────────────

日程第１０ 議案第３○議長（中元優君）

４号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市デイサービスセンターやまべに関

する件について、これより本件の質疑を行い

ます。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１１

議案第３５号 指定管理者の指定に

ついて（自然休養村管理センター）

────────────────────

日程第１１ 議案第３○議長（中元優君）

５号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市自然休養村管理センターに関する

件について、これより本件の質疑を行いま

す。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。
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お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１２

議案第３６号 指定管理者の指定に

ついて（農村環境改善センター）

────────────────────

日程第１２ 議案第３○議長（中元優君）

６号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市農村環境改善センターに関する件

について、これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

３番宮田均君。

こちらの、ハイランド○３番（宮田均君）

ふらのの指定管理の評価、点数なんかが載っ

ているわけなのですけれども、この採点結果

の中で平均的に点数の差があるわけなのです

けれども、この選定する基準の中でどこら辺

でこの点数の差が開いてきたかというのが

ちょっと、非常にあいまいでわかりにくい部

分があるのですけれども、一つ一つについ

て、どういう点で協議をしていたかという、

第三セクターと私の企業の違いというか、そ

の中の算定基準でどのようになったかという

のをちょっと聞きたいなと質問します。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市民部長小尾徳子君。

ただいまの宮田○市民部長（小尾徳子君）

議員の御質問にお答えをいたします。

選定基準等の結果、どこがどういうふうに

ということかと思いますけれども、資料の１

６ページにございます項目、団体名、それぞ

れ出ていますけれども、その右側の端の枠組

みの中で得点の分布というのがございます。

この中で、１から５までありますけれども、

１は平等な利用ということで、振興公社がプ

ラス２と、施設の効用については振興公社が

プラス５と、経営能力等については振興公社

がプラス８と、経営縮減についてはゼロと、

地域振興については振興公社がプラス３とい

うようなことで、項目のそれぞれ入っており

ます、それぞれの点数の差がこれだけの差が

ありますよということでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

それでは、ちょっとお○３番（宮田均君）

聞きしますが、振興公社と他の一企業の指定

管理料、これの評価というのを今お聞きした

中に入っていなかったと思うのですけれど

も、ここら辺をどのように考えているのか

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市民部長小尾徳子君。

お答えをいたし○市民部長（小尾徳子君）

ます。

項目のところで、４点目に管理業務収支計

画書の内容が施設の管理経費の縮減が図られ

るものであるということで、ここの（２）番

目、経費の縮減に事業者の創意工夫が見られ

るかというところで、一業者については３３

ポイント、片方については２７ポイントとい

うことになってございます。

以上です。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

これは、指定管理料が○３番（宮田均君）

振興公社の場合が９０３万円、他の業者がゼ

ロ円だったということですよね。その中で、

経費の縮減、事業者の創意工夫が見られると

いうのでこの点数の差、６点の差が出たと、

片やゼロで、片や９０３万円ということで、

この６点という差が出たというのが、ちょっ

とそこら辺具体的にというか、６点の差とい

うのが片やゼロで片や９００万円出ているの

に、６点差というのがちょっとわからないの

ですけれども、その点についてお聞かせいた

だきたいと思います。
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御答弁願います。○議長（中元優君）

市民部長小尾徳子君。

４番目の経費の○市民部長（小尾徳子君）

縮減についてのポイントの部分でございます

けれども、それぞれ選定委員がいる中で点数

をつけていくわけでございますから、それぞ

れの加算のポイントが、ここがすぐれていた

ということになるのかというふうに思いま

す。

以上です。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

８番横山久仁雄君。

これは今後のため○８番（横山久仁雄君）

にもいろいろ全般に出てくる問題だろうとい

うふうに思うのですが、今回については点数

のところで比較をしたというふうに理解をし

ました。

そうすると、点数だけがすべてかという問

題になりますよね。点数をつけてしまった

ら、あと、その合議はないのかと。今、宮田

議員が言ったように、９００万円とゼロです

から、それが６点というのは９００万円の値

があったと、こういう理解になるわけです

か。ですから、そこら辺がもう少し合理的な

理由というか説明をいただかないと、６点の

差が９００万円の金額の差だと、この指定管

理者の条例や何かをつくってきたときにも、

経費の節減であるとか、あるいはサービスの

向上であるとか、民間を導入することによっ

て競争ができてサービスが向上するのだと、

あるいは経費の節減ができるのだと、こうい

うお話でした。その経費の節減の部分、今の

経費だけで言えば、経費の節減の部分が、６

点の差が９００万円の差というのはちょっと

市民としては理解に苦しむのではないかな

と。ですから、そこら辺が説明できるよう

な、きちんと、もう少し丁寧な説明をお願い

したいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答え申し上げま○総務部長（石井隆君）

す。

今、横山議員がおっしゃられた、基本方針

のことをおっしゃられたと思います。基本方

針には、民間事業者等に任すことで多様のノ

ウハウの活用やコスト縮減が図られる、この

部分を言われているというふうに思います。

そのほかに４項目ございます、平等性、公

平性、守秘義務の遵守等を確保することとい

う２点目、それから類似サービスを提供する

民間事業等の確保が可能であること、それか

ら、施設が提供するサービスの専門性、特殊

性、施設の規模等を勘案して民間事業者等の

運営が可能であることというこの基本方針を

もとに採点がされているところでございま

す。

今おっしゃられた点数の配分のことでござ

いますが、当初、指定管理料を委員会の中で

上限額をまず決定をしてございます。その上

限額が、もう日の出町駐車場は終わりました

けれども、日の出町駐車場につきましては指

定管理料を１０万５,０００円という形で委

員会では指定をしてございます。結果といた

しましては、金額は下がってきたりするとい

うことは、これはあり得るというふうに考え

ております。

それで、チーズ工房についても同じく４９

０万円の金額を想定していますが、結果とし

てはそういう形になっていないということで

ございます。

まず、このハイランドふらのについては９

０３万円を基準限度額という形で委員会では

押さえまして、それを基本としてどれだけ下

がっているのか上がっているのかという形で

点数をつけてございますので、差がさほど出

なかったというふうに認識をしているところ

でございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１３

議案第３７号 指定管理者の指定に

ついて（農業体験者滞在施設）

────────────────────

日程第１３ 議案第３○議長（中元優君）

７号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市農業体験者滞在施設に関する件に

ついて、これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

３番宮田均君。

農業体験者滞在施設○３番（宮田均君）

の、この管理を指定管理者に指定するふらの

農業協同組合の平成１８年２月２２日に各生

産者に回った連絡の中で、二つ、ちょっと指

摘したいと思います。

これは、どういう視点から質問させていた

だくかというと、やはりこの農業体験者滞在

施設設置条例、この中で求められるのは、目

的及び設置条例第１条、それから第３条の滞

在施設を利用する者はという、公益上の施設

なのだというようなことの公益とはというこ

とで、その論点から今の質問に移らせていた

だきたいと思いますが、「農作業ヘルパーの

運用について」という内容で配られておりま

す。

この内容で、送迎、これは西麻町寮と書い

てあるのです。これはどこでしょうか、西麻

町寮。それから、「なお、本年の運用につい

ては、次のような方針で行わせていただきま

す」と書いた中で、「ふらの農協へ出荷する

作物の作業のみヘルパーの供給をいたしま

す」、こうはっきり書いてあります。「ヘル

パーを使用し、農協外出荷が確認された場

合、次回の供給をいたしません」と、はっき

り書いてございます。この内容について、こ

ういうことが生産者の方に回るということ

は、これは公益上の農業者、これは農業者と

いっても農協の組合員だけのものではござい

ません。あるいは、農業関係者、あるいは青

果組合、その他の公益の関係で、やはりここ

が利用され、そして発展していくというのが

私は建前というか、当初の条例に沿った使わ

れ方だと思いますが、これでは一団体の一利

用、要するに公益上という部分では非常に離

れているのではないかというように、このふ

らの農業組合の場合の指定管理については思

いますが、その点について質問させていただ

きます。

ここで、暫時休憩いた○議長（中元優君）

します。

───────────────

午後 １時１７分 休憩

午後 １時２２分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

先ほどの宮田議員の質問に御答弁願いま

す。

経済部長秋田行君。

お答えをいたしま○経済部長（秋田行君）

す。

この富良野市の農業体験滞在者施設につき

ましては、農業についての、いわゆる都市生

活者が富良野に来て農業を体験するというこ

ととあわせまして、農業に対する基礎知識だ

とか農業実習だとかを体験するための公の施

設でございます。そういうことで今回、指定

管理者ということで公募をさせていただいた

ところでございますので、それに沿った運営

を今後もしていただくというふうに考えてい

るところでございます。
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よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

私が言っているのは、○３番（宮田均君）

指定管理業者にこのふらの農協がふさわしい

と、ふさわしいかどうかという論点で話させ

ていただいているのですけれども、市は、ふ

さわしいと言った割には、こちらで回ってき

ているように、まだ指定管理業者にもなって

いないのに、もう市は６億何ぼをかけて、公

益上、要するにこういう農業の、あるいは農

業関係の、この第１条に今載っていたような

ことで、これは公益性のある施設なのです、

農協のために建てたわけではないですよね。

確認します、農協のために建てたわけではな

いでしょう。というのに、ここでは指定管理

者にもなっていない、あるいは、まだそうい

う、今ここで審査される前の段階で、この資

料そちらに渡ったと思いますが、送迎が西麻

町寮だと、二つありますよ、古いところと、

だけど、実際古いところなんかもう使ってい

ないではないですか。そうでしょう。ちゃん

と調べてみてください。部長、古いところ

使っていませんよね。だから、西麻町寮とい

うのは、もう体験者滞在者施設を指している

のではないですか。それを、自分のところの

農協の寮だみたいな扱いをしているのかどう

か、これを確認してみてください。

それから、ここを使う人はみんなふらの農

協に出荷しないと、これはふらの農協に出荷

する作物の作業のみということは、これは公

益性というのはないのではないですか。やは

り、富良野農業のことを考えるのだったら、

青果業、あるいは市場、いろいろなところが

ございます。そこに出す人だって泊まったっ

て構わないということではないですか。

そういうようなことが、もう指定管理業者

にもならない前から、こういうようにヘル

パーを使用し、農協外出荷が確認された場

合、次回の供給をいたしませんなどというの

は、これは公益上あってはならないことだ

し、指定管理者のなる前の文書として農業者

に回すという、農協の組合員に回すというこ

とは、これはちょっとここの指定管理業者に

ついてはやはり公益性が欠くのではないかと

僕は思いますけれども、その点、私が今言っ

たことのようなことで公益性を欠くのではな

いかと思いますが、その点こちらの農作業ヘ

ルパーのこの内容、どういうことなのか

ちょっと精査していただいた上で公益性があ

るかどうかということについても御回答願い

たいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。

あくまでも、先ほ○経済部長（秋田行君）

ど御答弁申し上げましたように、この施設に

ついては目的に沿って活用していただかなけ

ればいけないということになってございま

す。今初めてこの資料を見させていただいた

わけでございますけれども、この部分につい

ては、活用の問題等々は別にいたしまして

も、この指定管理者制度につきましては４月

１日からでございまして、今現在、別途委託

をしているという状況でございますが、あく

までもこれに沿った中で運用していただくと

いうことで、今後整理をかけさせていただき

たいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

今、部長が言ったよう○３番（宮田均君）

なことは、それは運用基準に沿ってしていた

だくということは、そうしたら今、農作業ヘ

ルパーの運用について配りましたけれども、

これを、市は、審査委員会ですか、選定委員

会ではどういう見方をするのかちょっと聞か

せていただきたいなと思います。本当にこれ

が公益性に立って運営、今、委託して運営さ

れている状況なのかということを選定委員会

ではどう思いますか。そのあたりをちゃんと

聞かせていただきたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

御答弁申し上げま○総務部長（石井隆君）

す。
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今回の農業体験者滞在施設につきまして

は、この施設の維持管理をどこにお願いをす

るかという問題でございます。今回、ふらの

農業協同組合が応募をされて、その一切につ

いて適正かどうかという判断をさせていただ

きました。基本的に、先ほど横山議員にも説

明をさせていただきましたけれども、４点あ

りまして、公平性がやはり必要だということ

で、ふらの農業協同組合については、ここの

利用についてはそういう公平性があるという

ふうに判断をして決定をさせていただいて、

今、予定者ということで今回上げさせていた

だいたところでございます。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

３番宮田均君。

今、私がお聞きをした○３番（宮田均君）

のは、部長、この文書が出てきて、その前の

判断はわかりますよ、だけどこういう文書が

出てきて、これで公正なのかどうかというこ

とをお聞きしているのです。その前までは

ちゃんとわかりますよ、それは算定したの

は。だけど、こういう文書が出てきているで

はないですか。それで公正かどうかというこ

とを、そこで選定委員会としてはどう思うの

だということを僕は聞いてるわけで、今まで

の経過だけを聞いているわけではないので

す。今の僕の言った最後の質問に答えてない

と思うのです。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答えを申し上げ○総務部長（石井隆君）

ます。

ふらの農業協同組合につきましては、送迎

の場所ということで、この寮という言い方に

しているのであろうというふうに判断をして

おります。

以上でございます。

８番横山久仁雄君。○議長（中元優君）

まず、もっと整理○８番（横山久仁雄君）

しなければならないと思うのです。

まず、これまでの経過からいって、農業者

滞在施設というのが、基本的に今までは農協

に委託管理をお願いをしておりましたよね、

これは委託管理をお願いしたのであって、そ

れを農協が自由に使っていいということでは

ないですよね。そうですね。ですから、農協

の利益にならない、あるいはためにならない

から使ってはいけないとか使っていいとかと

いう次元の問題ではないというふうに僕は理

解をしていたのです。ですけれども、それ

が、農協の仕事を手伝ってくれる人のみ、こ

れを利用するということの、そういう前提で

これを今まで委託管理していたのかどうかと

いうことが一つです。

それからもう一つは、これからのいろいろ

なところに波及してくる問題だと思うので

す。この滞在施設の選定経過の中で、最初に

東京美装は要綱の配付段階のときには入って

いたけれども、この東京美装は途中で参加し

なかったのですね。農協にだけ今度は、農協

だけが参加をしてきたと、こういう流れで

す。ですから、相手はもう農協しかなかった

というのが一つあるのです。そのときに、こ

れを農協の説明をしたときに、どのような利

用の仕方というか管理の仕方を説明をされた

のか、そこが大きな問題だと思うのです。

ですから、あたかも農協が自分の利益のた

めにだけ使っていいですよということになっ

ているのか、つまり、設置目的は度外視し

て、自分の利益のためにだけ使っていいとい

うふうに指導されたのか、あるいは、そうで

はないですよという指導をされたのか、これ

はほかのものにも全部かかってきますから、

大きな問題になると思うのです。

そこのところの説明がどうだったのか、そ

れから、もしそれが不適切だとするなら、こ

れに対してどういうふうに指導されていくの

か、あるいはどういうふうに修正されていく

のか、そのようなところもあわせてお聞かせ

をいただきたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。
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お答えをいたしま○経済部長（秋田行君）

す。

今ありましたように、これまでの委託部分

についてという利用の仕方、これについても

今回公募した中でのいわゆる滞在者、この施

設についての目的については一切変わってご

ざいません。

それと、今回公募した段階でふらの農協１

社だけでございましたけれども、応募要領に

基づきましてきちっと説明をさせていただい

てございますので、今、議員がおっしゃった

ような使い方について、いい悪いの判断は、

もちろんそういう問題ではございませんの

で、そういう説明は一切してございません

し、あくまでもこの施設の目的に沿って利用

していただくということで説明をしていると

ころでございます。

以上でございます。

８番横山久仁雄君。○議長（中元優君）

それだとすれば、○８番（横山久仁雄君）

これは本当にそこまで言っちゃっていいので

すか、これ出したのは２月の２２日です。そ

して、そのときにそういう説明はしていませ

んと言っても、実際問題そういう条件の人し

か入れませんということですよね、結局は。

そういう条件でなければ、ここに利用してい

る人を使ってはなりませんよということです

よ、言っているのは、この文書上は。ですか

ら、そういうふうになってしまうと、だって

これはどう見てもそういうことなのではない

ですか。（「生産者が農協に出さなかったら

ヘルパーを派遣しませんよということ」と発

言する者あり）

ですから、ここの人を使う場合について

は、生産者が必ず農協に出してくださいとい

うことですよね、出荷してくださいというこ

とですよね。裏を返せば、そういう出荷をし

てもらえない人に対しては、ヘルパーさんは

派遣できませんよということですね、ここに

利用している人、この施設を利用している人

を使う場合については、そういう条件ですよ

ね。そうすると、その条件に合致した人しか

農業者は使えないのです。農業者は、自分が

ここを使った場合には、農協に必ず出荷しな

ければいけないと、こういうことですよね。

つまり、間接的に、農協の利益に資する者以

外は、この施設ではないですよ、農協の全体

の利益に資する者以外は、ここからのヘル

パーさんは利用できないということです。で

すから、間接的に、農協の利用の利益の目的

に沿わせていると、つまり、公共の利益が優

先をしていないのではないのということを言

いたいのです。

ただいま、それらを含○議長（中元優君）

めてちょっと確認事項もありますので、暫時

休憩いたします。

───────────────

午後 １時３６分 休憩

午後 １時５４分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

先ほど、休憩前に横山議員から質疑があっ

たのですが、ちょっと一部聞き取れないとい

うか、受け取りかねたところがあったので、

再質問に勘定をいたしませんので、もう一度

質問していただければと思います。

８番横山久仁雄君。

私が申し上げまし○８番（横山久仁雄君）

たのは、２月２２日付でふらの農協が出した

文書の中に、ヘルパーを使用し農協外出荷が

確認された場合、次回の供給をいたしませ

ん、供給というのはヘルパーの供給という意

味ですが、供給をいたしませんというふうに

なっているのです。ですから、これだと、滞

在者施設にいるヘルパーも含めて、農協に出

荷をしてくれない農家の皆さんには農協とし

てヘルパーを派遣することができませんよと

いうことを改めて通達をしたのだろうと、各

農家さんに。ということになると、滞在施設

というのがどういう利用をされるのかという

と、この文書だけで言えば、農協の利益に資

する者以外は、ここの施設を利用することは
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できませんというふうに受け取られるわけで

す。ですから、それだとすれば公平性に欠け

やしないのかということなのです。ですか

ら、そこのところの説明をお願いをしたいと

いうことです。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。

お答えをいたしま○経済部長（秋田行君）

す。

１点、これはきちっと整理をかけたいとい

うふうに思いますが、まず一つは、この農業

体験者滞在施設につきましては、先ほどから

御答弁申し上げておりますように、いわゆる

都市生活者が農業体験を行いたいという希望

者に対しまして、農業の基礎知識だとか農作

業の実習だとか、それから技術の習得だと

か、こういうものをカリキュラムを組んだ中

で滞在者施設に滞在をしていただいて、そう

いう体験をしていただくというのが一つでご

ざいます。

それからもう一つは、ただいま資料が配ら

れました農作業ヘルパーの運用という、この

文書につきましては、農業滞在者施設とは全

く関係なく、農協が独自にヘルパー作業を進

める上で、進めている文書だということでご

ざいまして、たまたま１点、この文書の中に

西麻町寮というのが入っているということ

で、そこの部分は体験者滞在施設の部分も一

部かむというふうに私も理解はしますけれど

も、それがすべて一緒くたのものではないと

いうことでございますので、その辺を御理解

をいただいて、農業者滞在者施設について

は、今回募集要綱の中で公募し説明したとお

りの運用を、今回ありますふらの農協の方に

お願いをするということでございますので、

そのように御理解をいただきたいと思いま

す。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

８番横山久仁雄君。

私どもが、この施○８番（横山久仁雄君）

設をつくったときに、ヘルパーさんが、都市

にいる、農業を体験をした、あるいは富良野

で農業ヘルパーをしながら滞在をしたいとい

う人たちが利用できるようにしていくのです

というふうに、当初の段階でも、これの建設

の計画のときにそういう説明を聞いていたわ

けなのです。

そうすると、ヘルパーさんたちがここを使

えるようにしようということで、しかもその

ヘルパーさんの手配をしているのは実は農協

であったということと、それから、当時は山

部だとかいろいろなところに点在をしている

と、その人たちをやはりきちっとした施設の

ところで、そして点在をしているというの

が、仕事に行くのに、あるいは迎えに行った

りなんかするのに大変だということもあっ

て、大きな施設に一遍に入れるものをつくっ

ていきましょうということだったと思うので

す。

ですから、我々としては、市民としては、

一般的にはここにはヘルパーさんの人たち

が、農業ヘルパーの人たちがここを使って農

作業や何かをヘルパーで行っているのだろう

というふうにみんな理解をしていると思うの

です。

ですから、そういった意味では、この文書

の書き方だと非常に誤解を招くと思うので

す。ここにいる人を使う場合には、全部農協

に出荷をしなければいけない、そして、例え

ば僕が農協に出荷をしない農家だとすれば、

自分のところで雇うヘルパーさんをここに住

んでもらって、そして自分のところにヘル

パーで来てもらうということができないので

はないかという誤解を招くのではないのか

と、そういった指導をどういうふうに考えて

いるのかと、今言われたように、必ずしも農

協だけの問題ではないのですよと、ヘルパー

全部に言えることだとすれば、農協に出荷を

しない農家さんでも、このヘルパーさんはこ

こを使うことはできるし、仮にそのヘルパー

さんが使っても、農協に出荷しないからとい

うことで、ここの施設を使えないということ

ではないのですよということをきちんと指導
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してもらわないと、この文書だけだとすれば

誤解を招くというふうに思うのです。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長秋田行君。

今回、公募の中で○経済部長（秋田行君）

先ほど御説明申し上げましたように、この滞

在者施設の目的等々について、きちっと再度

確認をしながら進めてまいりたいというふう

に思います。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１４

議案第３８号 指定管理者の指定に

ついて（チーズ工房）

────────────────────

日程第１４ 議案第３○議長（中元優君）

８号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市チーズ工房に関する件について、

これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

３番宮田均君。

２社が指定管理の採点○３番（宮田均君）

を受けているわけですけれども、ここでも点

数の差というのは非常に離れているわけなの

ですけれども、その算定基準の選定委員会の

選定で、先ほどの質問の中にもあったのです

けれども、経営の中身に対して、私は、どれ

ぐらいの内容で見ているのかという、その経

営の内容を、経営方式、例えば先ほど前例と

して、このチーズ工房ではなくて、先ほどの

前例としてちょっと言わせていただくと、例

えば初期投資の場合、初期投資をかけていな

いけれども、後でこれは初期投資がかかるの

ではないかという部分は、選定委員会さんの

方で本当に経営の内容としておわかりになっ

て、そして選定しているものなのかどうかと

いうことは、これは非常に私は難しいのでは

ないかなというように思うわけなのですが、

そこら辺どのように配慮してこの選定に当

たっているのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答え申し上げま○総務部長（石井隆君）

す。

今回のチーズ工房の指定管理者の選定に当

たりましては、今回資料で出させていただい

てございますように、２団体が応募をされて

きてございます。

今、議員がおっしゃられましたように、初

期投資について、それから、現在おられる従

業員、また、今後の従業員の予定、それか

ら、今後その施設をどう利用していくかとい

う部分も含めて審査に当たらせていただきま

した。その結果、初年からは読み取れない部

分が多々ございまして、１２月の３０日、

ちょっと年が押し迫りましたけれども、この

時点に両団体から説明を求めるということ

で、両団体と面接をしてございます。その段

階で、現在の設備投資がもしなければどうな

るのですかと、今後の経営状況はどう変わっ

ていくのですかという部分についても話をさ

せていただいて、それに対しての説明を受け

ました。

今回、その点で今回の指定管理者として出

してございますふらの農産公社の方が秀で

て、経営状況について、この施設については

秀でているという結果に至ったところでござ

いまして、今ごらんになっている１８ページ

になりますが、採点結果にも書いてございま
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すとおり、点数の差が出ている部分、これを

ごらんになると、どの部分がどういうふうに

秀でているかというのはわかるのかなという

ふうに思いますし、右端の方に採点分布の下

の方に、どういうことが想定をされたかと、

どういう問題が多かったかという点を記入さ

せていただいてますので、これを御一読いた

だけると、どういう結果で選定が農産公社に

いったかというのがわかるだろうというふう

に思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

今の経営の指針につい○３番（宮田均君）

て、呼んで直接お話を聞いたというようなこ

とで、経営というのは非常に判断するのがこ

れから難しいことだと思います。

その中で、このチーズ工場の中で言います

と、今おっしゃったとおり、右側の内容で、

現体制、あるいは従業員をどうしていくかと

いうようなことで書いてございます。安定的

に雇用していくとか、その反面現体制に依存

して、製造のノウハウ、これにちょっと疑問

があるとか書いてはございますけれども、現

体制を引き継いでいくというような観点に立

つのでしたら、やはり私は現体制の中で体験

学習なり、それから今の製造のノウハウなり

は、これは確保できるものと思いますけれど

も、その点でこういう点数をつけたという点

では、僕はちょっと納得できない部分がある

のですけれども。

その辺について、やはりこれは算定委員

の、非常に選定する基準の、個人の問題です

から、非常にプライベートというか微妙な部

分があるとは思いますけれども、そこら辺

を、だめだ、いいとかというのではなくて、

全体にも通じることなのですけれども、やは

り非常にデリケートな部分であり、本当に一

体どう官民選定の選定委員はこの中だけで本

当にいいのかというところまでちょっといっ

てしまうのですけれども、そこら辺もう一度

お聞かせ願って、質問させていただきます。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長石井隆君。

お答え申し上げま○総務部長（石井隆君）

す。

総じて、今回あった、残念ながら漏れた団

体については、施設で農畜産物の製造をして

いくというところになかったというのが、今

回の大きな敗因であったというふうに思って

ございます。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１５

議案第３９号 指定管理者の指定に

ついて（自然環境活用センター）

────────────────────

日程第１５ 議案第３○議長（中元優君）

９号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市自然環境活用センターに関する件

について、これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）
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す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１６

議案第４０号 指定管理者の指定に

ついて（富良野物産センター）

────────────────────

日程第１６ 議案第４○議長（中元優君）

０号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野物産センターに関する件について、

これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１７

議案第４１号 指定管理者の指定に

ついて（地域会館）

────────────────────

日程第１７ 議案第４○議長（中元優君）

１号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

地域会館２０件に関する件について、これ

より本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１８

議案第４２号 指定管理者の指定に

ついて（集落センター）

────────────────────

日程第１８ 議案第４○議長（中元優君）

２号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

集落センター４件に関する件について、こ

れより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第１９

議案第４３号 指定管理者の指定に

ついて（女性センター）

────────────────────

日程第１９ 議案第４○議長（中元優君）

３号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市女性センターに関する件につい

て、これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。
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お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第２０

議案第４４号 指定管理者の指定に

ついて（地域福祉センター）

────────────────────

日程第２０ 議案第４○議長（中元優君）

４号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市地域福祉センターに関する件につ

いて、これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第２１

議案第４５号 指定管理者の指定に

ついて（労働会館）

────────────────────

日程第２１ 議案第４○議長（中元優君）

５号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市労働会館に関する件について、こ

れより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第２２

議案第４６号 指定管理者の指定に

ついて（郷土芸能伝習館）

────────────────────

日程第２２ 議案第４○議長（中元優君）

６号指定管理者の指定についてを議題といた

します。

富良野市郷土芸能伝習館に関する件につい

て、これより本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

散 会 宣 告

────────────────────

以上で、本日の日程は○議長（中元優君）

終了いたしました。

２日、３日、６日、７日は議案調査のた

め、４日、５日は休日のため休会でありま

す。

８日の議事日程は、当日御配付をいたしま

す。

本日は、これをもって散会いたします。
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午後 ２時０３分 散会
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上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成１８年３月１日

議 長 中 元 優

署 名 議 員 宮 田 均

署 名 議 員 北 猛 俊


